
 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員の方が 

お住まいの 

市区町村 

①給与支払報告書を提出 

（１月３１日まで） 

事業主 

（特別徴収義務者） 

従業員 

（納税義務者） 

②特別徴収税額の通知 

（５月３１日まで） 

⑤個人住民税の納入 

（翌月１０日まで） 

④給与から特別徴収（給与天引き） 

（６月～翌年５月までの毎月） 

③特別徴収税額の通知 

（５月３１日まで） 


